
社会的養育に関する各施策の今後のあり方について 

 

１ 今後の里親等委託のあり方 

「家庭養育優先原則」を踏まえ、代替養育を必要とする子どもに家庭的な養育環境を提供するため、

里親家庭の増加を図り、里親等の委託を推進していくことが求められている。 

<方向性> 

◎フォスタリング(里親養育包括的支援)業務の推進 

 里親委託率の向上を目指すためにも、里親制度の普及啓発や里親のリクルート、里親への研修や委

託後の支援等のフォスタリング業務の重要性は高まっており、それを一層推進するための実施体制を

速やかに構築する。 

<今後のあり方> 

フォスタリング業務を推進していくにあたり、子ども総合センターと里親がチームとなるような実

施体制を構築する。児童養護施設等の里親支援専門相談員との連携もより強化していく。 

また、ＮＰＯ法人等の民間機関の力を活用していくと同時に、将来的なフォスタリング業務の委託

可能性を見据えていく。 

<具体的な方策> 

◎フォスタリング業務において協働できるＮＰＯ法人等のパートナーと連携する。また、将来的にフ

ォスタリング業務を民間機関が担うことができるか検討する。 

◎児童養護施設等の里親支援専門相談員による里親家庭の支援を計画的に実施し、里親の負担感の軽

減や、里親家庭での不調防止を図っていく。 

 

２ 今後の児童養護施設等のあり方 

 これまで、子どもを保護し、養育する専門機関として重要な役割を担ってきた児童養護施設及び乳

児院については、その高い専門性とスキルを活かして、「できる限り良好な家庭的環境」の整備を進め

ていく必要がある。 

<方向性> 

◎小規模かつ地域分散化 

これまで以上に小規模かつ地域分散化に資するため、地域小規模児童養護施設の設置などを進める。 

◎ケアニーズの高い子どもへの専門的な養育の実施(高機能化) 

 家庭での養育が困難な子ども及び年長で今までの経緯により家庭的な生活に拒否的になっている

子どもや、心理職、医師や看護師など専門職の即時の対応が必要なケアニーズが高い子どもなど、よ

り専門的ケアが必要な処遇困難児童に対応できるようにハード・ソフト両面の整備を進め、養育体制

の充実を図る。 

◎多機能化・機能転換 

 多機能化・機能転換に向けては、より在宅支援機能や里親支援機能の強化を図るため、里親支援専

門相談員や家庭支援専門相談員の配置増加など、里親支援機能や在宅支援機能の強化を図っていく。   

また、一時保護委託やショートステイ・トワイライトステイ、里親のレスパイトケアといった受入

機能の強化を図りながら多機能化・機能転換を進めていく。 

◎母子生活支援施設の適切な運営 

 本市にある母子生活支援施設については、従来から母子を分離せずに入所させ、家庭養育の支援を

実践してきた施設であり、今後もニーズに応じて利用されるように活用を図っていくとともに、適切

な運営に努めていく。 

<今後のあり方> 

 これまで社会的養護の一翼を担ってきた児童養護施設等については、これまで蓄積してきたノウハ

ウや専門性を活かし、子どもたちの状態にあった適切な養育を推進する社会資源としての必要性を維

持しながら、小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換を進めていく。 

 市内の児童養護施設等で構成される北九州市児童養護施設協議会を、社会的養護の充実を推進する

プラットフォームとして、また家庭や里親等との調整機関として、各児童養護施設等が各々の特徴を
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踏まえた養育を推進していく。 

<具体的な方策> 

◎地域小規模児童養護施設の増設を図り、施設の小規模かつ地域分散化を進める。 

◎家庭養育に拒否的になっている子ども等への専門的ケア、自立支援など施設機能の強化、専門性の

向上など、養育機能の高機能化を図る。 

◎里親支援専門相談員を全施設に配置できるよう支援し、里親支援機能を強化する。 

◎面接や心理療法等を行うことにより、親子関係再構築、早期家庭復帰に向けた支援を行う。 

◎既存施設内ユニットを、一時保護、ショートステイ、里親レスパイトケア等を行う専用施設とする

ための必要な改修を支援していく。 

◎発達障害児や知的障害児などの処遇困難児を受け入れる人数に応じて質の確保を図るための職員

配置の充実を図る。 

◎母子生活支援施設の適切な運営を図る。 

 

３ パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進 

 特別養子縁組は、保護者の死亡や、家族再統合が極めて困難と判断された子どもに、永続的・安定

的な養育環境を提供し、子どもの養育に法的安定性を与える重要な施策である。 

<方向性> 

◎特別養子縁組制度の普及啓発 

 里親制度の普及啓発、里親のリクルートと併せて、特別養子縁組について普及啓発を図る。 

◎特別養子縁組手続きの支援 

 実親の意向確認から養親の選定、縁組の成立までの各段階において、実親・養親ともに切れ目なく

適切な支援を実施する。 

<今後のあり方> 

 自己の子を他の者の養子とすることを希望する者から相談を受けた際には、制度について丁寧に説

明し慎重に確認をとり、実親と子どもにとって最適な選択ができるようサポートしていく。 

 養親への支援としては、成立前の監護期間における家庭訪問や、申請手続きのアドバイスなど、養

親に寄り添って成立までともに歩んで行くような支援を行う。 

<具体的な方策> 

◎里親制度の普及啓発と併せてＰＲを実施する。 

◎実親の意向確認を慎重に、また、必要に応じて再度行うことにより、手続き開始後の不成立となる

ケースを防ぐ。 

 

４ 一時保護改革に向けた取組 

 一時保護は、子どもの安全を迅速に確保することや子どもの適切かつ具体的な援助方針を定めるた

めに行うものであり、虐待を受けた子ども等の最善の利益を守るために行われるものである。 

 一時保護の実施にあたっては、委託一時保護のさらなる活用や、安全・安心な環境で子どもの状況

に応じた適切なケアの提供、並びに子どもの権利擁護のための取組みの推進が必要である。 

＜方向性＞ 

◎委託一時保護先の確保 

 委託一時保護が可能な里親や施設等を確保し、子どもの特性等に応じて委託一時保護を実施する。 

◎一時保護所職員の専門性向上 

 一時保護の目的を達成し適切な支援を行うため、研修等を通じ一時保護所職員の専門性向上を図る。 

◎一時保護開始時等における子どもへの説明及び意見聴取 

 一時保護を開始する際は、一時保護中の子どもの権利及び制限される内容等について、子どもに対

し丁寧な説明を行うとともに、一時保護中の子どもの意見が適切に表明されるよう配慮する。 

◎第三者評価等による子どもの権利擁護 

一時保護中の子どもから希望があった場合等において、第三者機関等が子どもから直接意見を聴取

する仕組みを設けるとともに、質の高い支援の実現を図るため、定期的に第三者評価を実施する。 

<今後のあり方> 

一時保護中の子どもの権利擁護を図り、安全・安心な環境で適切なケアを提供するため、国の「一
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時保護ガイドライン」を踏まえた改革に取り組む。 

<具体的な方策> 

◎市内の児童養護施設及び乳児院において、一時保護児童のための居室等の整備や、一時保護児童を

担当する専任職員の配置を検討する。 

◎子ども総合センターは、里親や施設等の種別ごとに、委託一時保護の受入れ可能人数を常に把握し、

子どもの行動上の問題や虐待の影響への専門的なケアの必要性等に応じて、受入れ先を決定する。 

◎一時保護所職員は、職場内外において、一時保護に関する専門的な研修を受講する。 

◎一時保護開始時に「（仮称）一時保護所のしおり」を子どもに示し、一時保護所の日課等と併せて、

一時保護中の子どもの権利及び制限される内容を丁寧に説明する。 

◎誰にも見られずに、子ども自身の意見を入れることができる「意見箱」を設置するなど、子どもの

意見を尊重し、一時保護所での支援の向上を図る。 

◎第三者機関等は一時保護所を視察し、子ども総合センターに対して指導・勧告・情報提供等を行う。 

 

５ 社会的養護自立支援の推進 

児童養護施設等を退所する児童は、保護者の支援を受けられず、自らの努力で生活基盤を築いてい

かなければならないことが多いため、退所を控えた児童や退所後の児童に対し、生活や就業に関する

相談に応じる等、地域社会における社会的自立の促進を図っていく必要がある。 

＜方向性＞ 

◎普通自動車運転免許費の助成などの自立支援 

普通自動車運転免許取得費用の助成や就職に有利な資格取得費用の援助、大学等への入学金の助成

などの自立支援を継続していく。 

◎自立援助ホームの運営支援 

 就労・就学しながら自立するための生活指導を行うために、自立援助ホームの運営を支援する。 

◎社会的養護自立支援事業(生活相談、生活費・居住費支援) 

 生活費や居住費の援助、生活相談事業の推進など、自立支援の取組を強化する。 

<今後のあり方> 

 生活費や居住費の援助及び生活相談を行う社会的養護自立支援事業を強化し、毎年度、退所する児

童の継続支援計画をもとに、児童養護施設の児童指導員とともに支援を行っていく。 

<具体的な方策> 

◎生活相談の実施や生活費・居住費を支援する社会的養護自立支援事業を継続して実施する。 

◎継続支援計画をもとに、年 1回、施設退所予定者に関する支援担当者会議を実施する。 

◎資格取得費用の援助など就労支援や進学支援に向けた取組みを継続して実施する。 

 

６ 児童相談所の強化等 

 児童相談所（子ども総合センター）においては、児童福祉司及び児童心理司を適切に配置し、専門

的な研修を受講すること等により、体制強化・専門性強化を図っていく必要がある。 

＜方向性＞ 

◎児童福祉司及び児童心理司等の適切な配置 

法令等の配置基準に基づき、子ども総合センターに児童福祉司及び児童心理司等を適切に配置する。 

◎子ども総合センター職員の専門性向上 

 子ども総合センター職員は、必要な研修を受講すること等により、専門性の向上を図る。 

<今後のあり方> 

 法令や国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、児童福祉司、児童心理司等の専門

職を計画的に配置し、子ども総合センターの体制強化を図るとともに、これらの専門職に必要な研修

を受講させること等により、人材育成を図りながら、専門性を強化していく。 

<具体的な方策> 

◎管轄区域の人口等により定められた法令の基準等を踏まえ、児童福祉司、児童心理司等を配置する。 

◎児童福祉司等は、法令で義務付けられた研修や専門機関等が実施する職場外研修を受講する。 
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７ 当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー) 

里親委託・施設入所中の子どもや一時保護中の子どもの権利擁護の観点から、措置中の子どもが有

する権利等についての丁寧な説明や、子どもが直接意見を表明できる仕組みの整備等が必要である。 

＜方向性＞ 

◎里親委託・施設入所の開始時等における子どもへの説明及び意見聴取 

里親委託又は児童養護施設等への入所措置等を開始する際は、子どもが有する権利や困ったときの

相談先等について、子どもに対し丁寧な説明を行う。また、措置変更時や措置継続中においても、今

後の見通し等について丁寧に説明するとともに、子どもからも十分に意見の聴取を行う。 

◎一時保護開始時等における子どもへの説明及び意見聴取［再掲］ 

 一時保護を開始する際は、一時保護中の子どもの権利及び制限される内容等について、子どもに対

し丁寧な説明を行うとともに、一時保護中の子どもの意見が適切に表明されるよう配慮する。 

◎第三者機関等による権利擁護の仕組み構築の検討 

里親委託・施設入所中の子どもや一時保護中の子どもから希望があった場合等において、第三者機

関等が子どもから意見を聴取する仕組みの構築を検討する。 

<今後のあり方> 

 里親委託・施設入所中の児童や一時保護中の子どもの権利を擁護するため、子どもが有する権利や

権利が侵害された時の解決方法、また措置変更時等における今後の見通し等について、子どもの年齢

や理解に応じた丁寧な説明及び十分な意見聴取を行う。 

また、第三者機関等による子どもからの意見聴取や定期的な第三者評価の実施等により、子どもの

権利を擁護する仕組みを整備していく。 

<具体的な方策> 

◎里親委託又は施設入所措置を開始する際、子ども総合センターは、「わたしの権利ノート」を子ども

に配布し、子どもが有する権利や困ったときの相談先等について説明を行う。 

◎措置変更を行う場合や措置継続中においても、子ども総合センター職員が子どもと面接し、措置変

更の理由や今後の見通し等について丁寧に説明するとともに、子どもから十分に意見聴取を行い、で

きる限り方針決定に反映させる。 

◎誰にも見られずに、子ども自身の意見を入れることができる「意見箱」を設置するなど、子どもの

意見を尊重し、一時保護所での支援の向上を図る。［再掲］ 

◎第三者機関等は、子どもから直接意見を聴取し、里親・施設や子ども総合センターに対して、必要

な指導・勧告・情報提供等を行う。 

 

８ 子ども家庭支援体制の構築等に向けた取組 

<方向性・今後のあり方> 

本市において、更なる子ども家庭支援を促進していくために、子育て世代包括支援センター、子ど

も家庭総合支援拠点など、本市におけるソーシャルワーク体制の構築を図るとともに、ショートステ

イ・トワイライトステイなどの支援メニューの充実を図っていく。 
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